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四解消法の室年後の見直しで瞳一毛

四解消はどう進むのか？

障害者差別鰯肖法においては施行3年経過後の見直しの検討を行うこととされていますb

見直Lﾉにおいては「事業者の合理的配慮の提供の義務伽p胴を特に注目してきたところです。

国では､平成31年4月に施行3年が経過することを踏まえ､平成31年1月から内

検討委員会によって検討がなされてきました｡昨年12月､今後の方向性が出されましたので､掲載させて

いただきます。

障害者差別解消法の施行3年後見直しの検討の方向性について

令和2年12月

内閣府

政策調整担当

1． これまでの

○障害者差月I癬消法の附則7条の規定においては､施行3年経過後の見直しの検討を行うこととさ

れている。

○平成31年4月に施行3年が経過することを踏まえ､平成31年1月から内閣府の障害者政策委員

会において議論の上、本年6月に意見書が取りまとめられた。その中で、事業者による合理的配

慮については、更に関係各方面の意見を踏まえつつ、その義務化を検討するとされている。

○これを踏まえ、事業者団体及び障害者団体へのヒアリング(※）を実施した。

（※）団体ヒアリングの栂腰

○令和2年10月19日から28日までの間に、蕊賭団体@4団体)、障害者団体(19団体）を対
象として実施

○事業者団体の多くが義務化に一定の理解を示す－方､一部の事業者団体鉄道事業者、中小事業

者団体等）は、現時点では義淵上は卿尚早である、引き続き努力義務とすべきとの意見であっ

た。

○義務化に対する態度にかかわらず、多くの事業者団体が、義務化によるトラブルの鋤ﾛを強く懸

念しており、義務化する場合には､合理的配慮の考え方をより明陶上すること、周知啓発を進め

ること、事業者からの相談に応ずる体制を整備することが必要であるとの意見であった。

○障害者団体からは、総じて、事業者の合理的配慮の提供を義務化すべきとの強し意見が示された

ほか､相談･紛争解決体制を整備すべき、割りの定義を明確にすべき、周知啓発を進めるべき等

の意見があった。

○上記を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を主な内容とする改正法案を次期通常国

会に提出することを検討中である。

上詞さ内閣府第53回障害者政策委員会(令和2年12月14日)資料より
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③

令和3年(2021年) 1月21日、厚生労働省社会・援護局 害保健福祉部音 に、

新型コロナウイルス感染拡大に伴う に関する…畝

(－社）全国手をつなぐ育成会連合会より、提出されました！

【以下、要望文】

日ごろから、本会の活動へご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症（以下｢新型コロナ」という｡）の感染再拡大に伴い、大都市圏を中心として

緊急事態宣言が再発令されたことを受け、本会にもさまざまな不安の声が寄せられております。

つきましては、次のとおり本会からの緊急要望を提出いたしますので、よろしくお取り計らいのほど、お願い

申し上げます。なお、昨年5月に緊急要望を差し上げた際と同じく、新型コロナについては未曽有の事態である

ことを踏まえ､すべての事項について完全に履行することを求めるものではなく、知的障害児者向けの対応方策

の検討を本会や関係団体とともに考えていただきたい趣旨であることを申し添えます。

記

1強度行動障害児者への確実な医療アクセス

知的障害児者については、新型コロナに限らず日常的に医療アクセスへのさまざまな課題を有していますが、

特に強度行動障害に関しては、行動上の特性によって診察を拒否されてしまうケースも多数報告されています。

年頭の首相会見においても記者から質問があったとおり、こうした強度行動障害児者を確実に受け入れることが

できる新型コロナ指定医療機関の確保力球められます。

また、強度行動障害の有無に関わらず､新型コロナによる治療が必要となった際、障害児者を受け入れる医療

機関がどこにあるのか、情報力垳き渡っているとはいえない状況です。

以上を踏まえて、次の2点について対応をお願いいたします。

（1） すでに各都道府県で指定されていると思われる、障害者等力噺型コロナで入院治療を要する状態になっ

た場合に受け入れることになっている医療機関（以下「障害者等受入医療機関」を全国一覧で公表して

ください。

（2） 障害者等受入医療機関において強度行動障害児者の受入拒否が起きないよう、十分に注意喚起するとと

もに、医療機関側で対応に苦慮した際の助言を提供する相談窓口等を周知してください。

2軽症者療養施設の利用確保と自宅療養時の支援

現在の感染急拡大期においては､重症でなければ自治体が借り上げたビジネスホテルなどの宿泊施設(以下｢軽

症者療養施設」という｡）や自宅での経過観察が主流となっています。しかし、これらの措置は日常生活が自立

していることが前提となっているため､ほとんどの軽症者療養施設には看護職は配置されているものの、日常的

な生活支援を担う介護糊ま配置されていません。日常生活に介護･介助を要する知的障害児者にとって､軽症者

療養施設は実質的に利用できない施設となっています。

そのため､現状では自宅で経過観察せざるを得ない状況となっていますが､そうなると介護･介助を担う家族

力瓶めて高い感染リスクを背負うこととなります。こうした状況を改善するため､次の2点について対応をお願

いいたします。

（1） 障害児者が軽症者療養施設を利用できるように、感染予防対策（※）を施した上で介護職員を常駐配置

してください。または、障害児者が利用する時点で介護職員が派遣される仕組みとしてください。

（2） 軽症者療養施設力荊用できないことにより自宅で経過観察せざるを得ない場合には、必要に応じて感染

予防対策を施した上で介護職員の派遣を要請できる仕組みとしてください。

※本要望書でいう感染予防対策とは、個人用防具服、ゴーグル、N95マスク、ニトリル手袋、
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手指消毒液などの提供を指します。

3家族発症時の本人支援確保

知的障害児者の家族が新型コロナで軽症者療養施設や医療機関へ行くこととなった場合の支援策については、

不安の声が多く寄せられている反面､効果的な取組みがﾖ隙に少ない状況です。一義的には神奈川県や神戸市、

東京都杉並区のように専用の受入れ施設を用意すべきと考えますが､全国一律での対応は困難と思われます。

一方､仮に知的障害児者の家族が新型コロナとなった場合､本人を祖父母などの親族に預けることは重症化リ

スクから選択しにくいため､ほとんどのケースで公的支援により対応することになります｡つまり、予め家族が

新型コロナとなった場合の支援計画(以下｢緊急対応プラン｣という｡)を立てることができることになります。

このことを踏まえて、次の2点について早急な対応をお願いいたします。

（1） 東京都においては、市区町村が障害者等の家族が新型コロナにより入院等が必要になった際に障害者等

を受け入れる施設などを整備する際に1,剛万円まで補助する制度が運用されているとの情報を得てお

ります。神奈川県や神戸市の取組みなども含めた、家族感染時における本人支援の全国各地の実態を情

報提供してください。

（2） 市町村に対し計画相談支援事業所と連携して緊急対応プランを作成すること、また、その結果として本

人支援のために制度運用の改善や感染予防対策などが必要になった場合には、障害者総合支援法に基づ

く協議会や障害者施策推進協議会において地域内協議する必要があることの周知徹底をお願いいたしま

す。

4緊急事態宣言、PCR検査手順の「分かりやすい版j作成

今殻の緊急事態宣言再発令では､前回の緊急事態宣言とは対象地域力嘆なるほか、営業自粛要請の範囲や学校

休校の考え方などに大きな違いがあり、知的障害児者に限らず全体像が把握しにくくなっており、混乱すること

が予想されます。また、家族感染や事業所クラスターなどの場合に知的障害児者が受けることとなるPCR検査

については､鼻腔ぬぐい検体方式とだ液検体方式があり、前者の場合には恐怖心を覚えるような専用器具を鼻咽

頭内に挿し入れることとなります。すでに、全国から検体採取に恐怖感を覚えるという声力堀いています。つき

ましては、前回の緊急要望でも提案した「糊ﾘ定額給付金」に関する分かりやすい説明文書のように、緊急事態

宣言やPCR検査詞順などの分かりやすい説明文書やホームページ情報などを作成してください。

5事業所に対する支援

障害者支援施設や障害児者福祉サービス事業所（以下「事業所」という｡）においては、この1年ほど厳重な

感染予防を行っていますが､それでも何例かの感染者集団(以下｢クラスター｣という｡)力溌生しております。

クラスターが発生すると事業所の閉鎖や大幅な利用制限など､知的障害児者の生活に極めて深刻な影響を及ぼす

こととなります。

また、新型コロナにより経済状況力坏安定化していることを受け､就労移行支援事業所であれば就職率の低

下､就労継続支援事業所であれば業務の縮小が懸念されます。とりわけ､障害者の働く場は地域密着型の経済活

動に組み込まれていることが多く、新型コロナの影響を受けやすいと思われます｡以上を踏まえて､次の2点に

ついて改めての対応をお願い申し上げます。

（1） 事業所におけるクラスターが発生した際の看護職員､介護職員の派遣制度について、すでに各都道府県

で体制整備力惟められていると思いますが､夷淵こクラスターカ焼生し場合の標準的な対処方法を利用

者にも理解できる形で情報提供してください。

（2） 新型コロナにより生産活動が不安定化している事業所に対し､新型コロナの影響を受けにくい職域を情

報提供するなど､主として就労支援系の事業所に対する生産活動の維持を支援していただくよう、お願

いいたします。

以上



⑤
■

掻宣屋壬査勇猛魚.､螺且罰……….….……d燕ﾛ職..鯛.19.月………………..…箆乳蕊蕊鰯鯛烈..….…….………….…

1いし 目肛亜

'‐ ‐ ＝ス"9－ツ
ねん かつ にぢにち

星昂9 （ ）

毒
争
窪
躍
き
－

窪
目
》
競
》
跳
辱
て
し

》
り

い
種

豊

忘
罷
雪
辱
｝
狐

』
倫
卿
徽
琴
印
“

グ

、
。
ｑ

りくじようきょうき

【陸上競技】
みずほきたり＜じようきょうきじょう

ところ：パロマ瑞穂北陸上競技場
かい じよう ごぜん じ ふん

開場：午前8時50分
きょう き ごせん じ ふん ここ じ ふん

競技：午前10時OO分から午後3時OO分
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コマ瑞穂レ4
ぜん じ

二前9時5C
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申しこみかだ

。申しこみ熱:筐輪謝謹篶獺や皇舌崖市鰐箸ｽボｰﾂｾﾝﾀｰに
もう

なごやししようがいしゃ

あります。名古屋市障害者スポーツセンターのホームページにもあります。
ちてきしょうがい ひと もう ようし

知的障害のある人にわかりやすい申しこみ用紙もあります。

もう ひと れいわ ねん がつ にち さいいじよう ねんれい ひと なこやし す

申しこみできる人令和3年4月1日に13歳以上の年齢の人で、名古屋市に住んで
なごやしない ふくししせつ がつこう かよ ひと

いるか、名古屋市内の福祉施設や学校に通っている人。

●

もう

。申しこむところ:餓箭繍繰潅獺や皇舌崖缶蔭譽箸ｽボｰﾂｾﾝﾀｰに郵送する
ゆうそう

か､菅瘻､お烏ちください。
れいわ ねんがつ にぢにぢ
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3年度青年教室の開催について
__」一口－勺一一■～一一一 一

現在、新型コロナウィルス感染症の感染拡大が続いており、感染予防対

策や外出の自粛が求められています。

青年教室は令和2年度参加者を募集しましたが、コロナの影響で残念な

がら開催ができませんでした。楽しみにされている方には本当に申し訳な

く、残念に思っております。

令和3年度については、できる限り開催したいと考えております。

令和3年度、新しく参加者募集は行わず、令和2年度に申し込みをして

いただいた方を対象にさせて頂きます。開催できる状況になりましたら、

各青年教室よりそれぞれ申し込みいただいた方に開催のご案内をいたしま

す。

令和2年度申し込みをされた方で参加をやめたい希望がありましたら、

各青年教室に申し出てください。また、いつ開催できるかの判断が現時点

でできないため、入会金は無料で、各会の参加費のみといたします。

令和3年度、新しく参加しようと考えられていた方には、大変申し訳あり

ませんが、現状をふまえた判断ということで、ご了承いただきますようお

願い申し上げます。

問合せ先：

中川区障害者基幹相談支援センター渡邊

電話052-354-452I FAXO52-354-2201
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コロナのこと でI 。で悩んしませんか●
新型コロナウイルス感染拡大やそれに伴う に影響関して､不安や疲れな拶存感じている方がいらっ

しゃるのではないでしょうか。 このようなストレス状が 、からだ、熊長<続くと､気持ち 考え方に､さまざ
まな変化があらわれることがあります。

お話できる人はいますか？自分だけ、 家族だけで悩んでいませんか？不安やイライラ､つらい気持
ち存相談できる歩ころがあります｡育成会の相談支援事業ﾙ､名古晨の相市 談窓口蚕ご紹介します｡つ

らいときはお雷話存してみて〈だい｡新型ｺﾛﾅにかかわらず､日常生活､就労などのご相談もできます。さ

一
一
一
一
一

一 言僖謡跨己 毒ヨーニ＝＝刊一

二弐I／名古屋曼手をつなぐ育j戎会生活支援センターネ目談事業

○ 「育成会木目談星菫」

開設日"時間月～金曜日(祝日をのぞ<) (10時から16時）
電話(052)671-6211 FAX(052)671-6214

○ ｢中川区障害巻基幹相談支援センター」

開設日｡時間月～金曜日第2.4土曜日(祝日をのぞく） （9時から19時）

〒454-0869名古屋市中川区荒子一丁目141－1奥村マンション1階

電話(052)354-4521(直) FAX(052)354-2201 一ノ
○ 相談支援センター小本

開設日･時間月～金曜日(祝日をのぞく） （9時から17時）

電話(052)361-8776 FAX(052)361-9883

相談支援センター瑞穂

開設日'時間月～金曜日(祝日をのぞく） （9時から17時）

雷話(052)825-8518 FAX(052)824-1777 』
○

言匡＝藍蕊司室蕊司室 署購垂幽霊W言署購垂幽霊W言 鼠鼠

。 受付時間：月～金曜日(祝日をのぞく)午前8時45分から正午、午後1時から午後5時

電話番号:052-483-2185

※名古屋市精神保健福祉センタ－ここらぼ職員が対応します。

。 受付時間：月～金曜日（祝日をのぞく)午後5時から午後10時

電話番号:052-212-9780

※夜間の電話相談については、名古屋市から委託を受けた民間団体がお受けします。

また、新型コロナウイルス以外のこころの健康に閏するご相談やお問い合わせは、

電話番号052-483-2095(平日午前8時45分から午後5時15分)でお受けしています。

|名古屋市ﾎｰﾑぺｰジより’ ﾄｯブページ＞暮らしのIF*R>障害者＞障害者のための施設

＞名古屋市精神保健福祉ｾﾝﾀ－ここらぼ＞新型コロナウイルス感染拡大で不安などを感じて

いらっしゃる方へ＞名古屋市新型コロナウイルスこころのケア相談
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蕊 infolomafion淵蛎行って見て聞いて

鋤豊雛醗読=醗画L上蝶会’ 毎言 ･名越康文の‘‘心の健蟻”授業.；

スタ康老
などや

｢スーパー精神科医

とき

令和3年3月18日(和

①13：α〕～14:40

②16：“～17:40

（各回30分前より開i易

ところ

昭和文化小劇場

地下鉄f鯛泉川名駅

2番出口北徒歩2分

定員 300名

翰罎露
20212/塗6（金）

~3/14{n)

､雷手経範抑再でqFz廷－． 泊 ■

, ・恋ﾛ･… ﾛ . . a手“､5華一｡･亭 ．.. ，→・・‘j･ず ．柊・・寂 ．.誤弁・
画妙な遠いお･X声色＝a振子…25画砂遍蘇函呼睦員申偲く

イ家壷…0容v顕島沙ヶ毎か季

配信場所こころの健康フェスタ特設HP

httpsy/kokol℃nokenkonagq/acom

内容

「スーパー涛申科医・名越康文の“心の健康授業"」

心の健康につい乙わかりやすく解説

“日本唾見伏' “コロナ禍での心の健康づくり”

“セルフケア嵯要性?， “ゲートキーパーとは”

誰にでもできる「ヨガ講鬮

自宅でできる「ダンスエクササイズ講團

／事前申込制 、

申込期間 2月1日旧)～2月26日㈱

申込方法往復はがき(1通で1名分）

往信裏面に、映画上映雲0希望①氏名(ふりが

掴｡荊鱈舌番号④…望する上映時間

、返信表面に､申込者の住所返信裏面は白紙 ノノ
申込・お問合せ〒466F0858昭和函17戸町今16

名古屋市発達障害者支援センターりんぐず室古屋
T日_052-757-6140

千謹遼苗の謹裁蕊織溌罰聯
煙g△曙

ウオーキングコース(4km･2時間）
断夫山古鳴北(ｽﾀｰﾄ}一馬大悲寺一望心寺一一の聡屋篭→妙安寺→

住吉神社→尾弧元興寺跡→国通19号源畦繧→金山神社－

畑中地懲七撹供蓋〈咽頭侭)一高蔵貝塚・古墳群一高座絶御子神社－． F
函夫山古I罰上（ゴール）

Ｊ

■

犯

刊

■

Ｙ

“

司

一

■

胃

昼

更

今

日

劃

珂

あ

勺

参加申込当日受付にて、参加申込票に必要事項を記入

参加費 保険料などとして、200円

お問合わせ熱田区役所地域力推進室

(TELO52-683-g424>

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合が

ありま或

主催あった堀||にぎわい委員会熱田…7



名古屋手をつなぐ(2月号）第3種郵便物認可 令和3年2月10日⑨

|各区｡各会’各区｡各会 西区手をつなぐ

ｸﾘｽﾏｽプﾚゼﾝﾄの配布を行いました．
今年度は新型コロナ感染拡大防止のため全ての行事

が中止になってしまいました。

西区では、毎年クリスマス会にたくさんの会員さん

が参加して楽しい時間を過ごしていますのでクリスマ

ス会中止はとても残念でしたが名古屋本丸ライオンズ

クラブ様と赤い羽根共同募金様からクリスマスプレゼ

ントの助成をして頂き、会員皆さんにクリスマスプレ

ゼントを贈ることができました。 12月20日（日）天,た。 12月20日（日）天神山いこいの家で会員皆さんに

プレゼントを取りに来て頂きました。会員皆さんの元気な

姿を久しぶりに見ることができました。

皆さんマスクをして新型コロナ感染予防をしながら短時

間の会話をしてプレゼントを受け取って帰宅されました。

来年度は新型コロナ感染が終息して行事開催ができるよ

うになってほしいです。 西灰会長今泉桂子

みずぽグﾙｰプﾎｰﾑについて 。’ みずほグループホーム

現在、5名の方が生活されています。皆さん、とっても穏やかな方ﾉﾏです。日頃は、

自室でTVを見たり、音楽を聴いたり、リビングでのおしゃ

べりを楽しんだりして、のんびりと落ち着いた生活を送って

います。

皆さん、サポートセンターbeing瑞穂の利用者さんです。

beingへは、一人で行く人、ヘルパーさんと行く人、送迎

サービスを使う人と色々ですが、毎日元気に通っています。

休日の過ごし方は、自宅へ帰る人、帰らない人さまざまで

や
感
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⑩第3種郵便物認可 名古屋手をつなぐ(2月号） 令和3年2月10日

丁丁~r本人参加のパージ

ころなかんせんしようかくだい

区手をつなぐ育成会

なか よかかつどう－

鉱夫錫寧躯参懲難鰯 錫識繍
むすこ けんさい さい ねんまえ ねんかんはだら かいしや だいしょく しんさかえまち けいそくしえんえ－がだ

息子は現在52歳。4年前に35年間働いていた会社を退職して、新栄町にある継続支援A型
じきようしよ はたら さいきん しんがたころなういるすかんせんしよう かくだいちゅう そと かえ き

事業所で働いております。最近は新型コロナウイルス感染症の拡大中ですから、外から帰って来たら
けんかん て あるこ－るしようどく せんめんじよ わ や る－る

玄関で手をアルコール消毒をし、洗面所でうがいをするのが我が家のルールです。
きゅうじつ よか す かた あまちゆあげきだん さ いちいん おも うらかだ しごと

休日の余暇の過ごし方は、①アマチュア劇団「ひらき座」の一員です。主に裏方の仕事をしています。
れいかいつき かいぐらい がつ にちきんきゅうじだいせんけんちゅうし きんけん す－ば－せんとう たの

例会は月に3回位です。 1月23日は緊急事態宣言で中止でした。②近県のスーパー銭湯めぐりをして楽
ころなかんせんけんさい い なかむらふくしせいれんがっきゅう こんねんと ころなかんせんしよう

しんでおりますがコロナ感染で現在は行っていません。⑧中村福祉青年学級も今年度はコロナ感染症の
ちゅうし かいもの だいす じぶん いるい せんぶか いま き つ い

ため中止ばかりです。④買い物をするのが大好きで自分の衣類は全部買ってきますが今は気を付けて行っ

ています。
さ まいとしこうれい ふじまえひがた はつひ

「ひらき座」では毎年恒例になっている「藤前干潟の初日
でうおつちんぐ かいさい さくねんがんだん で

皇…_..‐
の出ウオッチング」を開催しています。昨年も元旦に出かけ ：･･･､ポ ー

はつひ で けい尼い うつ き み ｛ 、

て初日誓出を携帯で写して来飼縣言卿侭.≦要もき爵．ゞ
れいに撮ってありましたので､育成会のアート支援事業 ：-』銅芸一一一
びじゆってん しゆっびん かさく しよう ことし 判 〒､

美術展に出品したら佳作の賞をいただきました。今年は ： ‐ごニー垂一 さ 圭 亭一塁戸＝‐

，圏 冒 ，男 ．.." ,"2" """j.1冒曙 。； - 1 ‘ 響
ふじまえひがた はつひ で ゆきもよう てんき ころなかんせんしよう だめ

藤前干潟の初日の出は雪模様の天気とｺﾛﾅ感染症の為 潮. ‘管.鯨 ‘譜．"" ･ ‘ 1, , ｡ : 鶴 皐為"

謎になったそうです｡識のためにも空言も軍い鰭を ；袋…潔棄巻¥1j" ･ ゞ ゞ:
ねが なかむらくて いくせいかい っなき

願っています。 中村区手をつなぐ育成会 綱木みどり

例会のお知らせ

3月 4月

支部活動対策部

支援プロジェクト部会

2日(火） 1年のまとめ 休
一
休

み
－
み18日(木） ワーキング

会長会

広報啓発委員会

会報編集

18日(木) 10:30~ 15日(木) 10:30~

原稿締切

編集会議

編集。校正

5日(金）

8日(月）

1日(木）１

月
月
月

３
３
３

原稿締切

編集会議

編集。校正

月
月
月

４
４
４

2日(金）

5日(月）

8日(木）
一一

下記の学習部会は、会員さんどなたでもご参加できます。

そだつ・はたらく部会 未 定 休 み

＜らす･こうれい部会 25日（木）成年後見研修 休 み

まもる部会 25日（木） 成年後見研修

くらす。こうれい部会と合同

休 み

’二一一一一一一一一一

表紙について 「東山動物園へ行ったよ」

おとうさんといっしょに行きました。シヤバーニに会ったよ。かっこよかったです。

－中村区手をつなぐ育成会仲村沙希子一
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◎賛助会費ありがとうございました。

今村康子様

27日(水)･中川区育成会

わせ

28日(木)･千種区育成会

31日(日)･千種区育成会

リーフレットに関する打ち合

於中川区役所

1月例会 於善林寺

青年学級家族会

於千種生涯学習センター

1月＊名古屋手をつなぐ育成会会議等

7日(木)･第249回業務運営連絡会

・広報･啓発委員会

・学習部会議

12日(火)･支部活動対策部

・広報･啓発委員会

14日(木)･広報･啓発委員会

21日(木)･学習部会議

26日(火)･GH世話人会議

28日(木)･センター長･管理者会議

於第l会議室

於第1会議室

於第1会議室

於3階ホール

於第1会議室

於第1会議室

於第1会議室

於3階ホール

於第l会議室

＊他団体関係事業・行事

12日(火)･クルーズ名古屋に係る車いす対応船舶の

内覧会

於ささしまライブ乗船場

山口評議員・飯田評議員出席

＊本部、 16区支部連携事業

「区長要望」

14日(木)･千種区

25日(月)･東区

26日(火)･中区

27日(水)･守山区

・名東区

・中川区

28日(木)･熱田区

29日(金)･中村区
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於千種区役所

於東区役所

於中区役所

於守山区役所

於名東区役所

於中川区役所

於熱田区役所

於中村区役所

入会者には毎月会報をご送付します。

【正会員】

1． 本人･保溌者会員＝知的障害のある本人､保護者で

本法人の趣旨に賛同し本部会費(月額500円)と支部

（各区･本法人外施設)会費を納入した方。

2． 施設利用者会員＝本法人施設利用の保護者又は保

護者のいない本人で本法人の趣旨に賛同し､施設利

用者本部会費と支部(区支部と本法人運営施設支部）

の会費を納入した方。

3． 役員･職員会員＝本法人役員･職員で本部会費(月額

500円)を納入した方。

4． 地域賛同者＝本法人の趣旨に賛同し本部会費(月額

500円)を納入した方。

【賛助会員】本法人の趣旨に賛同し､財政援助(年額

3,000円以上)をされた方。

【特別賛助会員】本法人の趣旨に賛同し､財政援助(年額

1口5,000円)を2口以上された方。

＊各区・各会行事

11日(月･祝)･港区育成会11日(月･祝)･港区育成会新年懇親会

於作業所きらり

14日(木)･千種区育成会就園･就学について

於乗西寺

'8日(月)･守山区育成会卒業生を祝う会準備

於守山区役所

22日(金)･天白区育成会 1月定例会.役員会

於天白区役所

25日(月)･名東区育成会 l月例会

於障害者スポーツセンター

26日(火)･瑞穂区育成会 1月定例会

於サポートセンターbemg瑞穂

振込先:郵便局口座番号:00850-5-53143

加入者名:社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会
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ﾍﾙバ■さん募集11
知的な障害のある方々が安心して社会参加できるよう支援する

へルバーを募集しております。

~、r【支援内割通所樋学の送迎余暇活凱家事支援な＆
’ ※週旧短時間から可能

【資格】 介護福祉士、

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級）

万ｲドヘルパー(支援内容は､資格によって違います）

【時給】 1,SO0円～

L""",名古屋市”
尋 へへ

①仁、

日尿盆
、

★まずはお気軽にお問合せください！ 肯

お問い合せ先ヘルパーステーション育成会

TELOS2-SF71-eZS4 (月～金9時～17時）


